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    １ 計画の目的 

      環境基本計画とは、環境基本法第 1 条に基づき、国が定めた施策に準じて本

市が掲げる基本理念をベースに、より良い環境の実現と理想とする環境像、取

り組み施策を定めた総合的かつ計画的に推進するための指針となる基本的な計

画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２ 基本理念 

      本市では、環境基本法第 7 条に基づく市の責務として、本市における様々な

環境問題を解決し「美来創生のまち 美馬市 ～一歩先の確かな未来へ～」の

実現に向け、基本的な考え方として以下の 3 点を定めます。 

 

○人と文化、自然、歴史との共存 

○健全で恵み豊かな環境の維持と発展 

○地球環境の保全 

 

 

 

 

 

 

第１章 環境基本計画とは 

環境基本法 第 1条 （目的） 

この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方

公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全

に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関す

る施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康

で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを

目的とする。 

環境基本法 第 7条 （地方公共団体の責務）  

地方公共団体は、基本理念にのっとり、環境の保全に関し、国の施策に

準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応

じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 
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   ３ 計画の位置付け 

環境基本計画は、環境に関する総合的な計画として、上位計画である美馬市

総合計画、並びに本市の各種計画との整合性を取ることが必要です。 

この第 3 次計画は、本市における他の計画との整合性や取り組みの進捗状況

との調整を取るため、また本市の環境や法制度等社会的な状況の変化に応じて

当初計画内容の一部について見直し・修正を行うものです。 

 

    ４ 計画の期間 

      本市では、当初計画策定時に 50 年先に当たる 2058 年度を視野に入れた環境

の在り方を設定し、その実現に向けた取り組みを推進していきます。 

 そのうち第 2 次計画において重点的に取り組む施策の推進期間として設定し

ていた 5 年間が 2019 年度（令和元年度）で終了したことから、次の推進期間を

2024 年度（令和 6 年度）までの 5 年間とします。 

 

      ・ 理想とする環境像：2058 年度を視野に設定した環境のイメージ 

      ・ 基本方針：本市において実現すべき環境づくりの方向性 

      ・ 個別目標：2058 年度を視野に入れた取り組みの考え方 

      ・ 重点実施事業：2024 年（令和 6 年度）までの 5 年間に緊急に取り組むプ

ロジェクト 

      ・ 取り組み施策：2024 年（令和 6 年度）までの 5 年間に取り組みを進める

具体的な施策 

 

 

           当初計画   第 2 次計画  第 3次計画                50 年先 

           2008 年度   2014 年度   2019 年度  2024 年度   2058 年度 

          

   理想とする環境像 

   基本方針 

   個別目標 

   重点実施事業 

   取り組み施策 
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    ５ 計画の対象地域 

      計画の対象地域は、美馬市全域とします。 

      なお、環境には市町村界、都道府県界、国境はないことから、市域を越えた

広域的な考え方や協力体制についても、対象としていくものとします。 

 

 

    ６ 対象とする環境の範囲 

      環境問題は、私たちの生活のありとあらゆる側面と関連があり、その対象と

すべき範囲は非常に広いものです。 

それぞれに含まれる様々な要素と、それらの相互関係とがおりなす複雑多岐

にわたる環境を考えながら、計画で取り上げていく取り組み内容を検討してい

くものとします。 

対象とする環境の範囲と要素は次のとおりです。 

 

 

環境の範囲 環 境 の 要 素 

生活環境 水質、大気、悪臭、騒音、振動、有害化学物質など 

自然環境 気象、地形、地質、動植物、自然景観など 

快適環境 土地利用、都市環境、歴史的・文化的環境など 

地球環境 地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、廃棄物など 
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    ７ 計画の主体と役割 

      本市における様々な環境問題の解決にあたっては、市・市民・事業者の各主

体が共通認識と連携のもと、それぞれの立場で役割を分担して、自主的・積極

的に行動・協力して取り組むことが必要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の役割 

環境の現状、市民の環境に対する意識について把握し、環境の保全及び創造に関

する基本的な施策を策定し、実施するとともに、市民・事業者それぞれの役割に応

じた自主的・積極的な活動を支援します。 
 また、市は自らが事業者・消費者であることから、率先して環境配慮の行動を実

践し、先導的な役割を果たします。 

市民の役割 

日常生活の一つひとつの行動が環境と深く関わっていることを理解・認識し、大

量消費・大量廃棄型のライフスタイルから省資源・省エネルギーなど環境に配慮し

た暮らしを実践します。 
また、大勢で取り組むことにより大きな力を発揮できるので、市が実施する施策

に協力し、リサイクルや緑化活動など地域の環境づくりに積極的に参加します。 

事業者の役割 

 事業活動を行うにあたり、公害の防止・廃棄物の適正な処理・自然環境を保全す

るとともに、環境への負担を少なくするよう配慮します。 
 また、市が実施する施策に協力し、地域の環境づくりに貢献します。 

民間団体の役割 

 民間団体は、環境に関わる活動の実施の有無に関わらず環境への負荷を抑え、市

が実施する施策に協力し、地域の環境づくりに貢献します。 
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    ８ 計画策定の経緯 

      （1）計画策定の考え方 

        当初計画策定においては、下記を基本的な考え方として検討を進めまし

た。第 3 次計画においても基本的な考え方に変わりはありません。 

 

        ・ 長期的な視点をもった計画づくり 

        ・ 地域特性を活かした計画づくり 

        ・ 市民をはじめ、各種団体の参加による計画づくり 

        ・ 計画策定後の仕組み、体制づくり 

 

 

      （2）計画策定の流れ 

        計画策定の流れを下図に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況の把握 

課題の抽出 

重点施策 

目標設定 

の検討 

理想とする環境像 

方針の明確化 

環境基本計画（案）の作成 

施策の検討 

推進体制の検討 

市
民
会
議
・
イ
ベ
ン
ト
・
情
報
提
供
等 

市
民
参
加
の
推
進 

・自然環境 

・社会環境 

・関連計画 

・現状把握 

・市民意識 等 
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調整整合結果報告意見の提案 

検討状況等報告 

審議結果報告等 審議結果報告等 

    ９ 計画策定の体制（当初計画） 

      当初計画は、下図の体制により計画策定に向けた検討等が行われました。 

      第 3 次計画は、美馬市環境推進市民会議での各種実施事業の検証や、今後の

本市における環境施策に関する提言を基に見直し内容を検討しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美馬市環境創造プロジェクト 

美馬市環境基本計画策定委員会 

美馬市環境市民会議 

環境アンケート調査・意見・提言 

市民・事業者 

市ホームページ・市広報 

市 長 

報 
告 

・計画(案)作成内容検討 

・市民参加の検討 

庁内会議 

（部長会等） 

市民の視点からの

意見・提言 
行政施策等の検討 

他計画等の整合・調整 


